
青森・岩手県境不法投棄事案に係る第３回合同会議 

 

             日 時  平成１５年１月２２日（水） 

                   １３時３０分～１５時３０分 

              場 所  二戸地区広域行政事務組合会議室 

 

１．開    会 

 

〇菅野補佐 では、皆様おそろいでございますので、ただいまから第３回青森・岩手県境不

法投棄事案に係る合同会議を開催させていただきます。 

 

２．あ い さ つ 

 

〇菅野補佐 開催に当たりまして、岩手県時澤環境生活部長よりごあいさつを申し上げます。 

〇時澤部長 それでは、初めにごあいさつさせていただきたいと思います。まず、二戸市長

さん、田子町助役さん、お忙しい中、青森・岩手県境不法投棄事案に係る合同検討委員会に

ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 昨年でございますけれども、私どもこの県境不法投棄事案に係ります国の支援ということ

で、従来の３分の１の補助につきまして、何とか２分の１ということで国にお願いをしてき

たわけでございまして、国の方でも真剣に取り組んでいただきまして、原則は３分の１とい

うことでありますけれども、有害なものについては２分の１と。さらに、２分の１、３分の

１を問わず地方債の特例ということ、さらに交付税の措置というような新しいスキームをつ

くっていただきまして、現在それを法律に位置づけて、今後10年間で全国の負の遺産を片づ

けるべく制度づくりを進めているということで、２月の中ごろには法案が国会の方に出てい

くのではないかというふうに思っております。私ども一日も早いその成立を願っているわけ

でございまして、したがいましてそういう枠組みを国の方でつくっていただいたということ

でございます。地元といたしましては、その枠組みに沿いまして早期にそういう現場の原状

回復、あるいは環境再生ということに取り組んでいかなければならない責任は現場の方ます

ます重くなってきております。私どもその国の制度を使いまして、住民の方々の安心感の醸

成と健康被害の防止という観点から、さらに一生懸命取り組んでいきたいというふうに考え
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ております。 

 国の方の詳細な法律の内容というのは、まだ明らかになっておりませんけれども、その法

律の中、聞くところによりますと、その支援を受けるためには計画をつくっていかなくては

いけないと。その計画をつくって、その中で幾らかかっていくというようなことを明らかに

して、それで初めて国の方からの補助が受けられるということでございますので、私どもと

いたしましては地域住民の皆様方のご意見、あるいは合同検討委員会のご提言をいただきな

がら、その計画を早期に策定をしていく必要があるというふうに考えておりまして、それを

前提にしていきますと、今後いろんな作業を精力的に行っていかないといけないというふう

に考えているところでございます。私ども一日も早い原状回復ということが基本だと考えて

おりますので、住民の皆様方あるいは合同検討委員会の皆様方にもご理解をいただきまして

原状回復に、そして環境再生につなげていきたいというふうに考えておりますので、地元の

方々あるいは二戸市、田子町の皆様方のご協力をいただきたいと思います。 

 今回は、第３回目の合同検討委員会に向けての打ち合わせということでございますので、

事務的にいろいろと説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

〇菅野補佐 ありがとうございました。ただいま部長からごあいさつの中で申し上げました

とおり、本日岩手県二戸市長さん、青森県の田子町の北村助役さんにご出席いただいており

ますので、大変恐縮でございますが、二戸市長さん、田子町の助役さんから一言ごあいさつ

をちょうだいいたしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〇小原二戸市長 開催地であります二戸市の市長の小原と申します。本日は、ようこそ足元

のお悪い中二戸においでくださいまして、まことにありがとうございます。また、両県にお

かれましては、県境の産廃問題に真剣に、かつ精力的に取り組んでいただいておりますこと

を心から感謝申し上げたいと思います。 

 半年ぶりの会合だと思っておりますが、その間今部長さんからお話がありましたように、

国においても大きな動きがあって、今時限立法の件と、そして予算措置も案の中に30億組ま

れるとかという動きになっていますし、ありがたいことに岩手県選出の鈴木先生が環境大臣

になられたということも大変幸運だったと思いますし、かつありがたかったと思っています。

現地におきましても、各種の補完調査、それから応急処置といいますか、そういう手だても

 - 2 - 



講じていただきまして、現場でもいろいろ動いているというような感じもしたわけでござい

まして、この点もお礼を申し上げたいと思います。 

 いよいよ具体化に向かって話が進んでおるように聞いております。技術部会の方でもいろ

んな検討をなされているようでございます。若干気になりますのは、報道等で日経なんかに

も書いてありました、どこかで両県足並みが合わないといいますか、ずれがあるのではない

かというふうなことが常に言われております。状況が違うわけですから、すべて同じという

ことではないと思いますが、この点についてはこれまでずっと一緒になって進めてこられて

ここまでもう来たということを踏まえて、さらに具体的に歩み寄るというと失礼かもしれま

せんが、一つの事業として取り組んでいただいて、地元の皆さん、あるいは国から見てもそ

のように移るようになれば大変ありがたい、そのように考えているところでございます。 

 これから解決するまでにはまだかなりの時間かかると思いますけれども、それぞれ両県と

もしっかりと体制も強化されまして臨んでおられるということは、大変私どもにとって心強

いことであります。また、地元の皆さんも非常にこのことについては真剣に考えておられま

して、今度の次の検討会の中ではまた皆さんからお話が出ると思いますが、地元の疑問ある

いは期待にもぜひお答えいただきますようにお願いを申し上げたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

〇菅野補佐 助役さん、恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。 

〇北村田子町助役 どうも本日はお忙しいところ、こういった会合を開いていただきまして

ありがとうございます。また、市長さんからもお話ございましたけれども、それぞれのお互

いの県で十分な体制を構築して、真剣に取り組んでいただくというふうなことで、この点に

つきましても御礼を申し上げたいなと思います。 

 もう一つ、町長が出席できないことをまずおわび申し上げたいと思います。事情がござい

まして、どうしても出れないというふうなことでご理解をいただきたいと思います。 

 当町の場合、皆さんもご承知だと思いますが、風評被害が非常に昨年あたりから全国紙な

んかに載るとそのたび風評被害というふうなことで、大変まず町としてもその対応に追われ

ているというふうなことがございます。そういった意味では、できるだけ一日も早い早期の

解決というふうなことでお願いをしたいなと。体制的には、国の方の支援の体制がやっとで

きたと。ところが、10年というふうな制限がございますので、果たしてその間に可能な限り

というふうなことでは困るわけでして、そこできれいに終われればいいわけですが、伏流水

なんかについては果たして10年のサイクルの中ですべてが解消するのかどうか、その辺が非
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常に地元の住民の方々からも心配だというふうなことで、水を使っているところからはもう

あの周辺の水は使えないと、畜産関係でございますけれども、そうしますともう必ず風評被

害の対象にされるというふうなことで、何とか町で水の確保について対応してもらえないか

と、こういった実は相談も来ております。 

 それと、だんだん消費者の方々シビアになりまして、流域が違うわけでありますけれども、

その地帯でとれたものであってもとにかく田子の産ということになりますと、いわゆる最終

的には米であれ、ニンニクであれ、全部そのもののダイオキシンの残留を調べてほしいと、

ここまで厳しくなってまいりました。最初のころは、地理的なものとか、水質検査の状況を

そのまま県の方で、あるいは町で調べた結果を持って説明に参りますと納得をしていただき

ましたけれども、昨今はそうではなくて、そのものを成分を分析してほしいと。昨年のリン

ゴ等の農薬の問題もありましたので、より消費者の方々がシビアになってきていると、こう

いった面の対応も非常に町としてもその分析等が時間がかかるものですからすぐ対応でき

ないと。２カ月、場合によって３カ月近くかかる、こういった問題も実は非常に悩みで、苦

慮して対応しているというふうな状況にあります。 

 きょうその辺も実は話題にしていただきたいなと思うのですが、将来そういった水に含ま

れる状態になったときにどうなるのか、10年というスパンを決められたときに国の支援はど

うなるのか、その辺もお聞きしたいなと思っております。いろんな課題はあろうかと思いま

すが、そういった現場の厳しい現状も何とか認識をしていただいて、早期の解決に向けた体

制ですね、我々も町としてやれる範囲のことは努力しますけれども、今後ともひとつよろし

くどうぞお願い申し上げたいと思います。 

〇菅野補佐 大変ありがとうございました。 

 それでは、本会議の出席者を恐縮ですが、ご紹介いたします。 

 まず、ごあいさつを賜りましたが、二戸市の小原市長さんでいらっしゃいます。 

 田子町の北村助役さんでいらっしゃいます。 

 岩手県の出席者をご紹介いたします。 

 時澤環境生活部長でございます。 

 長葭環境生活部次長兼産業廃棄物不法投棄緊急特別対策室長でございます。 

 簗田対策監でございます。 

 小林対策監補佐でございます。 

 吉田主任主査でございます。 
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 菊池副主幹でございます。 

 佐藤技術副主幹でございます。 

 松岡主査でございます。 

 佐々木主査でございます。 

 平井主査でございます。 

 それから、二戸地方振興局保健福祉環境部の加藤部長でございます。 

 谷藤衛生環境課長でございます。 

 石手洗主任薬剤師でございます。 

 私きょうの進行を務めさせていただきます対策監補佐の菅野でございます。よろしくお願

いいたします。 

 では、恐縮でございますが、青森県の出席者を青森県からご紹介いただけますでしょうか。 

〇山田副参事  それでは、青森県側をご紹介いたします。 

 環境生活部福永次長でございます。 

 県境不法投棄対策チームのチームリーダー、鎌田でございます。 

 同じく対策チームの八島副参事でございます。 

 同じく大日向総括主幹でございます。 

 西谷主幹でございます。 

 成田主幹でございます。 

 苫米地総括主査でございます。 

 菊池総括主査でございます。 

 古川主査でございます。 

 五十嵐技師でございます。 

八戸環境管理事務所の吉田所長でございます。 

 私副参事の山田でございます。よろしくお願いします。 

菅野補佐 ありがとうございました。 

 

３．議    題 

 （１）次回合同委員会への報告事項 

   １）第２回合同検討委員会の指摘事項及びその後の経過について 

   ２）技術部会の中間報告について 
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   ３）排出事業者の責任追及について 

 （２）次回合同委員会での検討事項 

     環境再生の考え方について 

 （３）その他 

 

〇菅野補佐 それでは、早速次第に従いまして議事に入らせていただきます。 

 議事につきましては、それぞれの項目について説明の後、これについて意見交換等を行い

まして、次回合同検討委員会へ提出いたします報告検討事項等についてご検討をお願いした

いと思っております。 

 なお、ご出席いただいております二戸市長さん、田子町の北村助役さんには適宜ご意見等

賜ればと存じておりますので、あわせてよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次回合同検討委員会の報告事項につきまして、一応３項目を上げてございます。

そのうち、まず一つ目の第２回合同検討委員会の指摘事項及びその後の経過についてご説明

をお願いいたします。 

〇簗田対策監 それでは、座ったままで説明させていただきたいと思います。資料１に基づ

きまして、第２回合同検討委員会概要という資料ございますが、これ昨年８月に開かれまし

た合同検討委員会でこちらからお示ししたものに対しまして委員の皆様から意見、指摘事項

いただきましたことに対し、これまで両県がどのような対応をしてきたかということの確認

事項でございます。 

 最初、１番目に汚染除去と汚染拡散防止策についてということで、両県これまでの調査結

果、そこに①、②、③、④と示しておりますように調査位置図あるいは廃棄物分布図、地下

水水質分析結果というものを、調査結果を同一のマップに落としてはということで、それは

落とした形で説明を申し上げてきたということに対し、委員からの意見として地下水、廃棄

物の調査結果データが欲しい、詳細なデータが欲しいということで委員全員の方に送付して

おります。 

 それから、二つ目の項目としましては、今後の対応についてということで、①、汚染の除

去について、②、汚染拡散防止対策について、③、原状回復スケジュールについてというこ

とでお諮りしております。汚染の除去については、住民の健康被害の防止と安心感の醸成を

第一に最終形態を有害廃棄物の除去と位置づける。 

 それから、汚染拡散防止対策につきましては、西側エリア、これは遮水壁による汚染拡散
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防止策は有害廃棄物からの浸出水による周辺環境への影響を防止するとともに、有害廃棄物

の除去作業の過程で必要な措置と位置づける。東側については、早急に汚染そのものを除去

するということによって、恒久的な安全状態を早急に確保することを第一として、汚染拡散

防止策は暫定措置と位置づける。 

  スケジュールでは、西側エリアは14年には基本計画を策定し、そして15年には実施計画、

15、16年に水処理施設の建設、16年から18年に汚染拡散防止壁築造工、それから雨水等の表

面排水工事を行うというふうにしており、東側については14年度汚染拡散防止に関する詳細

な調査をした後で、15年から３カ年で撤去、それから原地浄化を組み合わせた特管物の除去

を開始すると。両県エリアとも随時周辺環境モニタリングは実質行っていくと、そして有害

廃棄物の撤去後に土地還元、跡地整備、環境再生という対応を図るということでお諮りして

おります。 

 これに対して委員の方々からは、まず両県エリアとも環境再生を実現するのに支障となる

ものは撤去するが、汚染リスクの高いものは汚染拡散防止した上で早急に同時並行的に撤去

すると、この詳細を技術部会で詰めなければならないという意見をいただき、これは技術部

会委員会におきまして３回ほど協議をしているところでございます。 

 それから、雨水対策が必要であるということで、これも雨水対策については計画を策定中

であります。周辺環境モニタリングシステムをつくることが必要ということに対しまして、

これも両県で技術部会から提言を受け、モニタリングシステムを強化するということにして

おります。 

 次、有害廃棄物の詳細を調査する必要があるということにつきましては、西側では汚染拡

散防止のための遮水壁、それから浸出水処理施設を設置すると。東側では、詳細な調査を行

った後で、汚染拡散防止と水処理はその後で検討するということにしております。 

 それから、有機溶剤については、ガス化による除去を検討してはどうかということに対し

まして、技術部会の提言を受けて原位置浄化も視野に入れて検討すると両県でいたしており

ます。 

 それから、東側調査の中で、電気探査数、これは１本という案を示していたわけですが、

これについて少ないのではないかというご指摘に対し、５測線という形で計画を変更し、５

測線にふやして調査しております。 

 それから、地下水の汚染状況を詳しく調べてほしいということで、これも技術部会の提言

を受け、現在までのモニタリング、あるいは詳細調査、今後のモニタリング、これで把握し
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ていくこととしております。 

 それから、今調査している場所ではなくて、青森県は県道浄法寺田子線わきの牧草地につ

いても、不法投棄の状況を調査してほしいという意見がありまして、これに対しまして現在

岩手県が詳細調査の中で一部牧草地にボーリングを行っております。これは、あくまで岩手

県側東側の基盤とか、あるいは地下水の状況を確認するためのボーリング調査でございます

が、そのボーリングコア等からいろんな土壌、あるいはそこにある物質、コアをとって分析

しておりますので、それは調査結果を見て対応していくことになろうと思います。 

 それから、あそこの場所、当該牧草地に不法投棄されていたのではないかというところに

ついては、55年に一般廃棄物の処分場、それから56年には産廃最終処分場として届け出がさ

れているという状況でございます。 

 それから、現場の北側、東側への地下水の流れがないか精査してほしいという分について

は、これも両県技術部会の提言を受けて、地下水の一斉観測を実際に行っておりますし、そ

の結果については検討中、分析中であるということでございます。 

 それから、東側で流向流速方法の一つであるトレーサー法をやり、水みちを把握してはど

うかということにつきましては、詳細調査の結果ですが、現場は非常に流速が遅く、トレー

サー調査は非常に時間と費用がかかるということで、イオン分析を実施しているということ

でございます。 

 裏にまいりまして、委員からの意見でございますが、フェノール類、基準にない物質の調

査も必要ではないかということは、両県技術部会からの提言を受け、対応を検討しておりま

す。 

 それから、現場で何か措置が進んでいるか、非常に見えることをやることが大事であると

いうことで、西側の流れている水への措置、これは必要ではないかというご提案、ご意見で

ございますが、これについては14年に暫定的な浸出水浄化対策として、バークによる浄化施

設を２カ所設置しております。 

 それから、工事中の大気モニタリングが必要であるということにつきましても、技術部会

からの提言を受けてモニタリングの位置等を決定し、工事の際には実施できるように検討し

ております。 

 それから、技術部会の設置についてという項目でございますが、目的は原状回復及び環境

再生を実現するための具体的手法等に関する技術的評価等を行うことを目的として技術部

会を設置するということで、これは技術部会、委員会に設置いたしまして、これまで３回技
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術部会を開催しております。この技術部会は、上記事項の、今申し上げました事項の評価等

を行うが、必ず合同検討委員会で総合的な評価をして青森、岩手両県に返すものであると、

これは委員長からの確認事項ということで出されております。 

 それから、排出事業者責任の追及についてということで、これは14年９月以降の予定を説

明いたしましたが、それに対し、措置命令の措置を講ずるに当たって、廃棄物の特定が難し

いと思うが、具体的にどのような形で措置命令を行うのかというご意見、ご質問に対して、

廃棄物との因果関係が証明されると排出事業者が特定できるけれども、例えば燃え殻、汚泥、

廃油等については、どのような措置命令のかけ方があるのか、環境省と十分協議し、あるい

は指導をいただいてやっていきたいということで、現在も環境省と十分協議をしながら進め

ている状況でございます。 

 以上、第２回の合同検討委員会にお示しし、それに対して委員さん方からいただいた意見、

指摘事項に対する現在までの対応状況ということでございます。 

〇菅野補佐 ただいまの説明に対して何かご意見等ございませんでしょうか。本件につきま

しては、報告ということで現状確認でございますので…… 

〇二戸市長 質問でもよろしいですか。バークによる浄化施設を設置していただいてありが

とうございます。ただ、その効果はどうなんでしょうか。               

〇鎌田参事 実はバークをおっしゃった先生に実験をやってもらったのです。そうしたら真

っ黒な水がほぼ透明に近くなったわけです。ということは、ＳＳが十分落ちると。ＳＳが落

ちるということは、それに付随しているものが落ちてくるということで、化学的な成分の証

明というのはまだ今実験中ですので、出ていないのですけれども、まずそういうことからだ

けでもやる価値はあるのではないだろうかということで、あそこの中央の方から出てくる場

所の下の方に40メートル、それから中間処理施設から出てくるところの30メートルのバーク

を詰めた水路というのですか、そういうところをつくって今浄化しているという状況ですの

で、効果はあるというぐあいに見ております。 

〇二戸市長 先生は定期的に見えられて評価しているのですか。 

〇鎌田参事 現場にも埋めている最中、いわゆるフィールド試験のときに大学で試験してい

る最中、それも終わって、今度現場で試験したわけです。そのときにお見えになっていろい

ろと指示を受けました。そのときに言ったのが、いろんな効果はあるのではないだろうかと。

ひょっとすればＶＯＣまでとれるのではないかということまでおっしゃっていましたので、

その辺はデータまだ出ていませんので、まだちょっとその辺は言えませんけれども、何かし
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ら私は期待できると思っております。 

〇長葭次長 先ほど二戸の市長さんが、ちょっと両県の足並みのことをおっしゃっていまし

たけれども、私ども今までずっと青森県さんと一緒にいろんなことをやってまいりまして、

特に環境再生の方は大日向さんとか西谷さんとかこちらの方たちとうちの方といろいろご

議論いただいたりなんかしていますし、それから責任追及の方も八島さんを初め、青森県と

岩手県では仲よくやっているというか、一生懸命それぞれ取り組んでおりますので、そうい

うご懸念は余りないというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それで、一つ青森県さんにお尋ねしたいのは、資料１の下から三つ目の二戸の市民の方た

ちからいろいろ言われているのですけれども、今調査している場所ではなくて、青森県の県

道のところ、ここのところを調査してほしいというようなお話があります。このほかにも私

どもの方にも現在青森県さんの西側といいますか、あそこではいろいろ調査をしていただい

ているのですけれども、それができればボーリング調査だけではなくて、ちゃんと掘ってく

れないかというような要望もうちには来ております。これの考え方について、下から三つ目

の考え方について、私どもで平成14年に１回ボーリングをやったというふうに書いてありま

すけれども、これは先ほど簗田の方からご説明しましたとおり、あくまでも地下水がどうな

っているかとか、そういうふうな調査のためにやったもので、これを使われてご判断するの

か、あるいは独自に調査されるのかというようなところを教えていただきたいと思います。 

〇鎌田参事 今のお話ですけれども、今岩手県の方でボーリング調査をなさって、そのコア

を見れば大体どういう状況にあるのかというのがわかるかと思うのです。その状態でもって

どういうものが埋められていたのか。ここは、なお書きのところに書いていますけれども、

一般廃棄物あるいは産業廃棄物の最終処分場として汚泥を入れるということで届け出がな

されたものですから、そこに汚泥が入っていたとすれば、それは設置届に基づいた処分とい

うことになるし、またほかのものがもしあるとすれば、そのときまた詳細な調査をしていか

なければいけないというふうに考えております。 

〇長葭次長 ありがとうございます。実は、青森県さんでいろいろボーリング調査をしてい

ただいたのを今までも提出していただきまして、私どもでも見させていただいているのです

が、例えば青森県さんがボーリングした中で、アの14番というのがありますけれども、この

アの14番のところ、ここボーリング調査した結果を見させていただいていますといろんなも

のが出てきているわけですが、特にバークとかプラスチック片、ビニール片、それから有機

溶剤のにおいがするというようなところが、そういうのもあります。そのほかに実はこのア
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の14についてお話ししますと、警察本部ですね、青森県と岩手県の警察本部がそれぞれ現地

で情況証拠をとるために現地を掘っているのです。これがその写真なのですけれども、これ

を見ますとちょうど遮水壁今度おつくりになろうとしている真上ですが、ここでこのぐらい

のこういうものが出ている。こういうようなものです。これが出ているわけです。ところが、

これには出てこない。要するに、14番の掘ったコアの中には当然こういうのは入っていない

だろうと思うのですが、こういうものがすぐとなりに、実際にあるのにもかかわらず出ない

ということなので、こういうことから考えてみますと、やはりきちっと掘った方がいいので

はないかというふうに思うのですけれども、いかがですか。 

〇鎌田参事 いわゆる掘るということになると、前々から我々言っていますように、あそこ

が斜面になっているし、それから中に汚染水が相当含まれているということが、いわゆる攪

拌による拡散というもので、周辺環境への汚染が懸念されるわけです。その影響というもの

は非常に大きくなると思うのです。したがいまして、あそこの部分はいわゆるこの間の技術

部会で決まりました優先的に撤去すべきものということで33万立米の中にまだ入っている

かどうかちょっと確認しないとわからないですけれども、その前にいわゆる水処理施設ある

いは遮水壁、そういうものをつくってからでないとあそこは手をつける場所ではないという

ぐあいに考えておりますので、その辺はその後のことになるかと思います。 

〇長葭次長 多分そういうふうにおっしゃるだろうなと思っておりましたけれども、実はこ

れは平成11年に既に両県の県警本部で掘っているのです。だから、掘っているにもかかわら

ず特段あそこのところの流域から汚染水が出たというような、そういう調査結果とか出てい

ないわけですね、今までのところ。だから、少なくとも地域の方たちが掘ってほしいと言っ

ているぐらいのところは掘ったらいいのではないかと思うのです。どこもかしこも掘ってく

れというお話をいただいているわけではないだろうと思いますので、せめて地域の方たちが

ここだけは掘ってくれというようなところは掘ってあげていただいたらいかがかなと思う

のですけれども。 

〇鎌田参事 これも実は技術部会でも再三言われていますように、あそこは手をつければ周

辺の影響が大きいということで、まずあそこに壁をつくって汚染水が出ないようにしてから

いろんなことをやるべきだということが技術部会でも言われていますし、我々の青森県の考

え方としてもその方がいい。それからまた、汚染水が一旦出てしまえば、今はまだ出ていな

いということになっていますけれども、出てしまえばその影響を排除する、あるいはそれを

もとに戻すということになれば、とんでもない時間と経費がかかるわけです。また、もとに
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戻すことが果たして可能なのかどうかということまでも考えなくてはいけない。したがいま

して、来年度からできるだけ早く水処理施設をつくり、その後でまた壁をつくり、したがっ

て我々は壁をつくるときも廃棄物に手をつけざるを得ない状況にありますので、ですから水

処理施設を先につくって、その汚染水を先に処理するような手段を講じてから遮水壁をつく

っていこうというぐあいな、いわゆるそれだけ慎重にやっていかなくてはいけない現場だと

いうぐあいに言われておりますので、それは室長が言われるように、要望があれば要望とし

てそれは後ほど検討するにしても、いずれにしても我々は壁をつくってそこから水が出ない

ようにしなくてはいけない。汚染水が出ないようにしていかなくてはいけない。汚染された

ら終わりだということですから、そういう意味で今来年度からの計画をできるだけ早くやっ

ていきたいというぐあいに考えております。 

〇長葭次長 これは、余りこの話を長くしてしまいますとほかが進まなくなってしまいます

ので、最後にもう一回だけお話ししますと、我々が一番心配していますのは、何十億とか何

百億をかけて、青森県さん側の方では遮水壁をおつくりになって水処理するということです

が、そういうことを一生懸命やってもやはり地域の住民の方たちがいや、あそこ違う場所な

んだとか、違うところにもっと埋まっているじゃないかと言われてしまうと、せっかく我々

がやってきた努力というのが何か疑念を払拭できなくなってしまって申しわけないなとい

う感じもするものですから、できるだけそういうことをしていただきたいなと思っているの

です。特にお示ししましたこれ、要するに医療系廃棄物ですよね。もう使用済みのおむつな

わけですから、そこに注射針が入っています。それから、おむつが入っています。あと、点

滴したものとか、そういうのがみんな入っているわけです。これは、多分次長さんはまだご

存じないと思うのですけれども、警察と一緒に現場検証でうちの職員とか青森の職員立ち会

っていますので、ご存じだとは思うのですね、ほかの方たちは。こういうようなものがある

のにもかかわらず、全然調査結果の報告書には出てきていないのです、青森県さんの。それ

で私は心配しているのです。 

 この話はこれでやめますけれども、できるだけそういうことで詳しく調査していただいた

方が住民の方たちの不信感というのは払拭できるのではないかということでお願いしたい

と思います。 

〇菅野補佐 ありがとうございました。 

〇二戸市長 今指摘があったところと関連してなんですが、県道浄法寺-田子線脇の話は同

じところなんですか。       

 - 12 - 



〇長葭次長 違う場所ですが、廃棄物はいろんなところにあるんです。         

〇二戸市長 県道浄法寺-田子線は現場よりもっと南のところだと思うんですよね。かつて

だいぶ昔に、確かに私共も二戸広域の汚泥を捨てた時期があり、不法投棄の可能性を指摘さ

れたこともあります。前のとき、県道浄法寺-田子線脇の牧草地についても不法投棄の調査

をしてほしい。と話しがありました。今の答えで１４年の調査でボーリング調査をやったと

あるが、岩手県がそこの場所で調査したんでしょうか。                

〇谷藤二戸保健所課長 14年度の詳細調査の中で、牧野の１カ所をボーリングしてございま

す。これは、地下水の流れを確認するということで、大体位置的にいいますと入り口の門か

ら小端川の源流になるため池ございますね、あそこに向かっていくラインの途中になります。

地下水が恐らく傾斜でその方向に流れていくのだろうということを目的として掘ったボー

リングでございます。そこの状況は…… 

〇二戸市長 もう少し南なんですよね。 

〇谷藤二戸保健所課長 はい、そうです。済みません、もうちょっとつけ加えさせていただ

きますと、その表層の部分については汚泥様のものが見られていますけれども、その下の方

については地山のもので、廃棄物は出てはいないです、そこの部分については。ですから、

その結果、詳細な分析はまだこれから出てくると思いますけれども、そのことでなかなかそ

の結果を見て掘る掘らないの判断をするというのは難しい状況にあるのかなというふうに

思っています。地元の方がおっしゃっているのは、違う場所に埋まっているのではないかな

ということも現場でボーリングする際にお話しいただいていますので、やはり疑問に持たれ

ている場所については、何らかの形で調査していただいた方がよろしいかなというふうに思

っております。 

〇二戸市長 私もお願いしたい。ボーリングしなきゃならないから、コアをとるのかな。 

〇谷藤二戸保健所課長 ボーリングをした場合、先ほど長葭次長が話しておりましたように、

ピンポイントという形で外れると出てこないということもありますから、その辺もう少し広

い形で何らかの掘るような方法でもよろしいのかなとは思いますが、その辺はやり方につい

ていろいろ専門家の方の意見も聞きながら、ご判断されればよろしいのではないかなという

ふうに思います。 

〇二戸市長 そうしていただくと安心すると思います。このような状況では、ないと思いま

すけれども、バックホーで掘ったり汚泥なのか別なものなのかやっていただければ住民も安

心すると思います。ぜひお願いしたいと思います。 
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〇福永次長 今市長さんからもお話ありました。そして、これはもともと住民の方からあの

場所はどうなのでしょうと、問題の場所以外の場所なのだけれども、どうなのでしょうとい

うことで、２回目の合同検討委員会の際にお話ありました。ちょうど今これまでお話あった

ように、岩手県さんの方でボーリングする予定の場所だということで、まずそのボーリング

の結果を、内容を調査した、検討した結果を見せていただいて、その結果を踏まえてどうし

ましょうかということを検討するということで来ております。住民の方からそういう話があ

った。それから、きょうもお話ありました。それから、市長さんからもお話ありました。そ

ういうことも踏まえながら、また我々もこれからいろんな形で、住民の方への説明会とかい

ろんな形で状況をお知らせするという場面もございます。そういう中で、いろんな意見を聞

きながらこういう問題も考えていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

〇大日向総括主幹 一つよろしいですか。室長さん言われたアの14というのは、我々の遮水

壁の位置より内側に入っておりますけれども、その辺ご理解願いたいと思いますが。 

〇長葭次長 内側。岩手よりですね。 

〇大日向総括主幹 アの14ですね。アの14は、ちょうど西側の中間地点になっておりまして、

我々の遮水壁はもっと下の方につくろうということになっておりますので、その位置が遮水

壁だということではございません。 

〇長葭次長 わかっていますよ。それは。遮水壁の内側なんですよね。 

〇大日向総括主幹 ただその辺は理解してもらわないと、遮水壁の位置ととらえられるとま

ずいですから。 

〇長葭次長 わかっています。ただボーリングしてくれたところと掘ったところがほんのち

ょっとしかずれていないのに、片一方では何もでていないのに、片一方では大量に出ている

ということがありますので。 

〇大日向総括主幹 それと実際技術部会では西側が沢地形で、いわゆる廃棄物が深い位置ま

であるのだと、そのような地形では、トレンチ工法はできませんよという話はされているわ

けです。ですから、その辺はお互いに理解して話ししているはずなのですけれども。 

〇長葭次長 うん、だからそれは理解しているんだけれども掘ってあげたらいいのではない

かというものと。 

〇大日向総括主幹 ですから、それについては今うちの次長も言いましたけれども、そうい

った旨でいろいろ検討しなければいけないものは検討していくということです。 
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〇長葭次長 今いただいた答えということで。 

〇大日向総括主幹 その点よろしくお願いします。 

〇菅野補佐 ありがとうございました。合同検討委員会に出す資料として、この部分につい

ては特にこれでよろしゅうございましょうか。では、そのように取り計らせていただきます。 

 続きまして、大変恐縮でございます、お手元の方に資料１－２といたしまして、第２回青

森・岩手県境不法投棄事案に係る合同検討委員会後の経過についてという資料をつくってご

ざいますが、これはその当時の事実関係を述べた資料でございますので、ごらんいただきま

して特にご異議等なければこれで進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうござい

ますでしょうか。では、ありがとうございます。 

 では、続きまして技術部会の中間報告につきましてご説明をお願いいたしたいと存じます。 

〇鎌田参事 基本的には、技術部会の中間報告につきましては、部会長の方からお話がある

と思いますけれども、ここに書いてあるのは資料としてはこういうことをやったと、いわゆ

るこういう第１回目の技術部会、14年の11月に開かれた第１回の技術部会では、例えば現地

の調査内容とか、あるいは今後の検討スケジュールとかが検討されました。また、２回目に

は原状回復方策について検討されましたというような内容でございます。いずれにしても、

これは部会長の方から整理されて、この項目に沿った形で報告がされるかと思われますので、

それは我々の方でちょっとこれはできませんので、部会長の方にお任せしたいと思っており

ます。 

〇菅野補佐 これについては特によろしゅうございますか。 

 では、続きまして資料３、排出事業者の責任追及についてご説明をいただきたいと思いま

す。 

〇八島副参事 まず、資料３－１の方を見ていただきたいと思いますけれども、これは排出

事業者数の大幅な増加について、その内容ということになっております。排出事業者数につ

きましては、青森、岩手両県による追加のリストアップ作業の結果、昨年８月30日現在、

2,627業者であったものが約8,100業者ほど増加しまして、昨年12月24日現在で１万721業者

となったものであります。主な増加内訳としましては、東京都が693業者から3,525業者、そ

れから埼玉県が880業者から2,555業者に大幅に増えております。また、これまで排出事業者

数が１桁でありました新潟、山梨あるいは静岡といったところにつきましては、それぞれ大

幅に３桁に増加したというところであります。 

 次に、増加の理由についてご説明いたします。排出事業者につきましては、青森、岩手の
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両県でこれまでその把握に努めてきたところです。それで、排出事業者の特定につきまして

はなお時間を要する状況ではありましたけれども、できる限り早期に関係都県市の協力を得

て、排出事業者に対する報告徴収を行う必要があったということから、昨年８月30日現在の

時点で、縣南衛生の処理実績報告、三栄化学工業の関係書類、あるいは収集運搬業者からの

報告により、約2,600業者ほどをリストアップして、８月30日に関係都県市の部長会議を環

境省主催で開催したというところです。その後追加のリストアップの作業ということで、昨

年９月の収集運搬業者からの再報告、それから縣南衛生のマニフェストの精査等の作業を行

った結果、昨年12月24日現在で約１万700業者となることが判明したということです。なお、

収集運搬業者の方からまだ報告がなされていないものや、あるいは報告徴収を実施して、そ

の報告徴収結果の分析等によりまして排出事業者数が今後も増加する可能性があるという

ことですので、全体把握にはまだ時間を要するというふうに考えております。 

 次に、裏の資料３－２の方をごらんいただきたいと思います。今回の大幅な増加を踏まえ

まして、今後どのような手順、スケジュールで責任追及事務を進めていくかということにな

りますけれども、その前にまずこれまでどのようなことをやってきたかということにつきま

しては、資料の左側の方を見ていただきたいのですが、排出事業者責任追及のため、まず昨

年８月30日に関係都県市部長会議を開催しております。また、９月27日にはこちらは青森岩

手両県主催ということですけれども、関係都県市担当者説明会を開催したところです。現在

関係都県市の協力を得ながら、当初の約2,600業者に対しまして排出状況の実態把握のため

の報告徴収を実施しているところです。この報告徴収の円滑化を目的といたしまして、昨年

10月下旬から11月中旬までの間に主に対象事業者数の多い首都圏の９都県で延べ16回にわ

たりまして事業者説明会を両県主催で開催しております。この報告徴収の提出期限につきま

しては、説明会開催日のおおむね１カ月後に設定したところであります。それで、昨年12月

24日現在で所在地不明業者を除く対象事業者数2,237業者のうち1,774業者から報告書の提

出があり、提出率というものがその時点では79.3％、これにつきましては現在最新の数値で

は約８ポイントほどこれがさらに上昇しているという状況です。現在提出された報告書の内

容については、一部審査をしているところであります。また、未提出の業者に対しては関係

都県市の協力を得て、電話督促をしているという状況です。 

 次に、右側の方になりますけれども、今回大幅に増加しました事業者8,100業者に対する

責任追及の手順スケジュールということです。まず、排出事業者の責任追及につきましては、

不法投棄の未然防止、あるいは法の安定的施行を確保するということから厳格な対応が必要
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であると認識しているところでありますので、今回増加しました排出事業者につきましても、

現在報告徴収中の業者に対するものと同様の手順で調査解明、責任追及事務を進めていく必

要があるものと考えております。 

 その手順ということになりますけれども、昨年12月中旬から下旬にかけまして、青森、岩

手の両県で関係都県市への協力依頼等を実施しております。新潟、山梨、静岡県等の新規関

係県市については両県の部長さん、あるいは次長さんが訪問して、直接関係都県市の部長さ

んに対しまして協力依頼を行っております。また、大幅に増加しました東京、埼玉等の都県

市に対しましては、責任追及の直接の担当者が訪問して協力をお願いしたところであります。

また、今後ということになりますけれども、１月下旬から新規関係県市で排出事業者説明会

を開催しまして、順次報告徴収を実施していくという予定です。また、その後大幅に増えた

関係都県市の排出事業者に対しても報告徴収を順次実施していくと、できれば今年度内に報

告徴収文書の発送を終了させたいといったようなことで考えております。 

 この新規分につきましても、提出期限１カ月後ということになっておりますので、おおむ

ね３月からはそちらの方の審査に入れるのかなというふうに考えております。また、具体的

な審査方法につきましては、そちらの図の方にありますとおり、廃棄物処理法19条の５の規

定による措置命令、委託基準違反、そちらの審査、あるいは19条の６違反、注意義務違反、

そちらの方の違反をチェックして、違反事実が認められるものについては所定の手続を経て

責任を追及していくということで考えております。また、今回の大幅な増加を踏まえまして、

法律的な審査事務のあり方につきましても、現在青森、岩手で検討をしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

〇菅野補佐 ありがとうございました。ただいまの説明に対しましてご意見等ございますで

しょうか。特によろしゅうございますか。では、この資料に基づきまして次期合同検討委員

会にご報告を申し上げたいと思います。 

 続きまして、次回合同検討委員会でご検討いただきます事項についてご協議をお願いした

いと思います。環境再生の考え方につきまして、次回合同検討委員会でご検討いただくこと

といたしておりますが、この具体的趣旨及びその内容につきましてそれぞれご説明いただき

たいと思います。まず、恐縮ですが、岩手県の方からご説明をいただきたいと思います。 

〇簗田対策監 それでは、資料４の岩手県としてあります環境再生の考え方についてご説明

します。 
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 まず、検討目的ということで、環境省では20日、21日と原状回復を図る新法の概要を説明

しております。これは、昨日あるいはきょうの新聞なんかにもそのおおむねの枠組みが示さ

れておりますけれども、ここに（仮称）特定産業廃棄物に起因する支障の除去に関する特別

措置法というふうにされております。これによりますと、まず県が策定する原状回復等措置

推進計画、これに基づいて原状回復を実施していくということになることに今進められてい

るということですけれども、いわゆる実施計画を策定しなければならないということです。

これは、10年間の時限立法ということで、向こう10年以内で原状回復を図るものであると。

策定に当たりましては、当然市町村のご意見を聞くということもありますし、また新聞報道

なんかでは環境審議会の意見も聞くというふうにも報道されております。こういう手続を要

するということ。それから、計画の構成としましては、そこに具体的事業内容として原状回

復の方法とか期間とか事業費という部分が盛り込まれると。それと、県の取り組み状況の検

証ということで行政責任の検証、これは現在両県やられておりますし、それから不適正処分

に関与した行為者、排出事業者に対する責任追及、こういったものを県の取り組み状況とい

うことで計画の中には盛り込まなければならないというふうになっているようです。 

 これから両県とも新年度には撤去作業ということで、除去作業を開始するということにな

るわけですけれども、まず事業目標を定める必要があるというふうに本県では理解しており

ます。事業目標を実現するために具体的なスケジュールというものを検討し、それで実施計

画というものが策定されると。 

 廃掃法では、原状回復、これは当然でございます。その上で、県としてのあるべき姿、す

なわち検討委員会で最終的には策定することになるといいますか、そこから提言をいただく

ということになろうかと思いますが、環境再生計画というものをつくっていかなければなら

ないということがございます。これらの関係を整理確認しておく必要があると。 

 これまで両県が発した措置命令があるわけですけれども、この措置命令の内容を踏まえて

原状回復の手法を検討していくというふうに、これは検討目的ということでございます。 

 用語の定義として、次に原状回復とか、あるいは環境再生としてありますけれども、これ

は原状回復については廃掃法での範囲内ということでもございますし、その上でさらに環境

再生というのは現場の最終形態をどのようにしていくのかということで、当然これは環境再

生レベルを行政コストあるいは管理形態、地元の意向を踏まえていく必要があるというふう

に考えておりますし、さらにこれを実現した後においても、十分なモニタリングを継続的に

進めていく必要があるというふうに考えて、これは用語を定義として整理したということで
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ございます。 

 それから、不法投棄現場の一つということでございますけれども、不法投棄の特性として

ここに書いておりますが、不法投棄の形態が違うということがございます。東側は16ヘクタ

ールというところにスポット的といいますか、ゲリラ的に、うちの県では例えばブロックと

いうふうに言っておりますけれども、Ａブロックには鉛を含んだいろんなバークとか汚泥、

燃え殻と、それからＢ地区にはベンゼンなんかで、廃油で汚染されたバークとか汚泥とかと

いうふうに、ある程度ブロックごとによって廃棄物の種類が特定されたような形で投棄され

ているという形態がございます。さらに、西側の方は比較的非常に沢状といいますか、谷状

といいますか、そういったところに大量の廃棄物が投棄されていて、そこにはいろんな汚泥

あるいは燃え殻、バーク、廃油、そういったものが混在した状態で投棄といいますか、それ

が確認されているということで、非常に投棄の形態が違っているということがございます。

それぞれ地形の状況も、そこにありますように東側が総体的には標高が高くなっており、周

囲から水の供給が全くない、可能性がないと、周囲には高い山がないということですし、西

側は総体的に標高が低く、沢地帯中心に流水が認められるというふうな地形の形態もござい

ます。それから、地下水の状況についても、東側、これ現在調査中でございますが、透水性

の小さい地盤の存在のほか、限界揚水量が小さいというようなことから、賦存量が少ないの

ではないかというふうな今のところの中間報告もございます。西側の方には流水が確認され

て、まさに不法投棄現場の形態が全然違うという事実がございます。 

 それと、措置命令との関係ということで、本県では12年度に措置命令書で投棄されたすべ

ての廃棄物と汚染土壌を撤去し、原状回復することを命令しております。したがって、法的

対応にかんがみ、現場の原状回復を図ることが必要、いずれ投棄されたすべての廃棄物と汚

染土壌を撤去し原状回復するという措置命令を発しているということです。ここが原状回復

ということになるわけです。 

 ５番目には、本県の考え方として環境再生、あくまでもこれは当然合同検討委員会という

場でのいろんなご提言いただきながらということにはなりますけれども、そこに提案する形

としましては、本県の方針として周囲の状況と調和が図られるよう生態系の回復を図ること

を目標としたいと。例えば森林ということで、これは今後地元の皆さん、あるいは市町のご

意見、合同検討委員会で意見をいただきながら、こういう考え方でいかがでしょうかという

のを提案していきたいというふうに考えてございます。 

 原状回復については、申し上げましたとおり、支障となる廃棄物の除去を行うということ
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でございますし、廃棄物の除去方法としては、まず特管物については15年度からおおむね３

年程度で除去するということにしておりますし、その後はさらに残された有害なもので、特

管物を除くその他の廃棄物というものについても５年程度をめどにすべてを除去したいと

いうふうに考えているものでございます。これは、当然現在実施中の地質調査等の検討を踏

まえて、必要があれば次のような、除去作業をやった次のような対策を講じる必要があると

いうふうに考えております。 

 例えば撤去作業に当たって、地下水を媒体とした汚染拡散の可能性がある場合には、当然

そういうものを未然に防止する措置を講ずる。例えば仮設の鋼矢板等、そういったもので汚

染拡散防止策を講じた上で除去したいということですし、風を媒体とした汚染拡散の可能性

がある場合には、仮設テント等を設けることによって拡散防止策をしたいと。また、雨が降

ってそれで地下浸透があるというようなことについては、汚染拡散の可能性が考えられる場

合には、例えばシートによる表面遮水の措置を講ずるというようなことで、現場の撤去作業、

こういったことを除去の手法として取り入れていきたいというようなことを、今度予定され

ております２月の８日の検討委員会にこういう方針で本県側はいきたいというのを提案し

てみたいというふうに考えておりまして、できれば４回目ぐらいの合同検討委員会には計画

として、本県だけでなしにこれは青森県さんと同じような形で足並みをそろえていただけれ

ば合同検討委員会の方にこういう計画で進めますと、進めていきたいというのをご提案した

いなというふうに考えているものでございます。 

〇菅野補佐 ありがとうございました。今岩手県側から次の合同検討委員会の議案としての

趣旨のご提案等があったわけでございますが、青森県からも同じような資料として資料４－

２のが出されてございますが、これについてご説明いただければ大変ありがたいと思います。 

〇山田副参事 それでは、資料の４－２で、青森県側の次回の検討委員会での環境再生につ

いての検討事項ということで整理してあります。 

 １番として検討事項と書いてありますが、現在原状回復に係る調査、方策というものにつ

いて技術部会で検討しております。その中で有害廃棄物の基準を現場の廃棄物の特性、種類、

量、有害性、投棄形態等を踏まえて分析、評価を踏まえて検討するということで技術部会、

これが３回行っております。これまでの３回の中でも結論的なもの出ていますが、その他有

害廃棄物については今後も検討しますというふうになっております。 

 それで、原状回復した上で、さらなるステップアップとしてその上のレベルとして環境再

生と、ステップアップを図っていくのだろうと。それで、環境再生の検討に当たっては、ま
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ず事業主体とか費用、土地所有権等、これらの課題について整理すべき課題が多いのではな

いかと。まず、環境再生検討の前提課題といいますか、そういうものを整理した上で環境再

生計画を事務局で検討して、検討委員会に提案するという、そういうステップが必要かと思

っております。そういう意味で、環境再生計画を検討するに当たってどういう前提としての

課題なのか、その辺をまず次回の検討委員会で検討していただきたい、提言いただきたいと

いうことを考えております。 

 それから、またということで書いてありますが、原状回復、環境再生については岩手県さ

んの方からもその関係、関連についてはご説明ありましたけれども、この辺は共通の認識と

いいますか、そういう整理をしておく必要があるのかなと。これは、付随的なものですけれ

ども、一番大きいのは２番の検討するに当たっての前提的な課題の整理ということです。 

 それで、２番の方に用語の定義とありますけれども、これは１番の（３）で言いました措

置命令とか代執行とか原状回復とか環境再生という言葉、これを使っていますけれども、そ

の辺の整理といいますか、これまでの共通認識を整理したものでございます。措置命令につ

きましては、皆さんもご存じですけれども、廃棄物処理法によりこれは生活環境保全上の支

障を除去するために必要な範囲内で発する命令でございます。 

 代執行、これも廃棄物処理法に基づきまして、これもあくまでも措置命令を発せられた者

が従わない場合に行政庁自らが措置命令の範囲内で実施するものであるというふうに解釈

されております。要するに、措置命令の範囲と代執行の範囲は原則的には同じだろうという

ことです。 

 それから、原状回復ですけれども、これはあくまでも廃棄物処理法上の問題でありますが、

措置命令の実行、または行政による代執行によって、本事案の場合は不法投棄前の森林なり、

採草放牧地といいますか、原野、そういう状況、そういうふうなものに利用可能な状況に戻

すというのが原状回復であろうと。環境再生というのは、原状回復した後、要するに森林な

り採草放牧地として使える状態にした後、さらにステップアップとしてその土地についてど

ういう利用をするのか、最終的な利用形態を決めると。これについては、一番レベル的にも

との森林、採草放牧地、これに戻すと、そこに木を植える、それから牧草を植えると、そう

いう形で使う形態から、レベルが高くなりますと公園等として利用するとか、さらには何ら

かの施設をつくると、そういうことも考えられると思いますけれども、その辺は検討委員会

の方で議論していただく必要があるかと思っております。当然そういう議論の中では、事業

主体の問題、行政コストの問題、管理形態、それからもちろん地元の意向、これが一番重要
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かと思います。地元の意向等を十分に踏まえ検討していくことが必要であると考えておりま

す。この辺は、岩手県さんと相違はないと思います。同じ認識かと思います。 

 それで、一番次回の検討委員会で検討なり提言をいただきたいのが環境再生を検討する前

提の課題としてどういうものがまずあるのか、まずクリアしていく課題ですね。ということ

で、一応青森県として今考えられるものは、１番、２番ということで上げております。恐ら

く検討委員会の法律の先生方、それから人文の先生方からはこれ以外にもいろんな前提の課

題、クリアすべき課題があるということが提言されると思います。一応考えていますのが、

１点としては環境再生の検討に当たっては住民等の意向を十分酌み上げる必要があります。

単に行政だけが事務局だけで環境再生計画の案をつくっていいのか、住民の意見を酌み上げ

るためのシステムといいますか、何か協議会を設けたらいいのか、アンケートをやったらい

いのか、それ以外に何かあるのか、その辺のところを提言いただきたいと思っております。 

 それから、一番重要なのは土地所有者です。これは、主としてあそこの部分今源新さんの

所有になっています、それ以外の方の所有もありますが。幾ら環境再生計画をつくりまして

も、それに対して原状回復までは廃棄物処理法上の問題、代執行の問題ですから問題ないで

すけれども、環境再生といった場合に、例えば公園をつくるとか、何か施設をつくるといっ

た場合に、土地所有者が同意してくれなければどうにもならない。それ以前に土地所有者が

勝手に土地を売ってしまうということも考えられるわけでして、その辺の問題をどうクリア

すればいいのか、要するに土地所有者の利用の制限、それから環境再生計画をつくった後の

それに従わせるにはどうすればいいのか、どういう法的な措置があるのか、その辺を考えて

いただかないと、まず環境再生計画案をつくっていくその前提課題、そこを整理しなければ

いけないだろうと思っております。 

 以上、そういうことで次回検討委員会にはお願いしたいなと思っております。 

〇菅野補佐 ありがとうございました。両県ご説明いただいたわけでございますが、青森県

からはいわゆる次回の合同検討委員会については、環境再生に当たっての課題を整理しても

らう必要があるのではないかというお話をちょうだいしましたし、岩手県の方からは県とし

ての考え方を示した上で議論いただいたらどうかというふうにご提案があったように事務

的には整理できるのではないかと思っておりますが、若干両県の考え方といいますか、検討

課題の設定の仕方について差異がある面がございます。これについてちょっとすり合わせの

議論をさせていただきたいと思っておりますので、ご意見、ご質問等あればおのおのお願い

したいと存じます。 
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〇簗田対策監 前提としまして、どういう課題があるかということを整理してもらうことを

提案したい。合同検討委員会の位置づけとして、我々がしてきましたのは諮問機関ではない、

いわゆるこちらから、行政側がどう考えるかというものを提案して、提言、意見をいただい

て、進めていくというふうな認識をしていただいたと。これからどのように整理していいの

かと、要するに環境再生計画というものをどのように整理していけばいいのかというものを

検討委員会の方に提案されたとしても、まるきり案のない状態でそこで議論していただくの

かどうかということになろうかと思うのです。できれば今国会に新法がかけられるというこ

とで、どんどん、どんどん時間がたつわけでございますし、できる限り早く合同検討委員会

の方には各県の計画としてどういったスケジュールで、どういうものをどういうふうに進め

ていくかというのを具体的にかけていく必要があるのではないかと私どもは思っておりま

すが。そこを今の山田さんのお話ですと、計画を策定していただけるような案を合同検討委

員会の方に示される時期についてどのぐらいのことを想定されておられますか。 

〇山田副参事 まず、新法は特別措置法ですね。要するに、それに基づく実施計画、推進計

画ですか、その関係で早目に岩手県さんの方は環境再生計画を確定したいというご意見だと

思うのですけれども、まだ新法自体詳しいものは手にしていないのでよくわからないのです

けれども、推進計画、実施計画ですね、これがどの程度のものを書くのかわからないのです

が、環境再生計画の絡みですね。私は、これまでの理解ですと、あくまでも新法特別措置法

は原状回復の推進計画ですよね、実施計画ですよね。原状回復というのは、あくまでもこれ

は廃棄物処理法、もともと新法というのは例の補助金ですね、廃棄物処理推進センターの代

執行した場合のそのための補助のための法律です。これは、あくまでも原状回復のために代

執行した場合ですから、原状回復が中心ですよね。ということは、原状回復というのは、先

ほど言いましたとおり廃棄物処理法に基づいて代執行によって元の状態……元の状態とい

うのは森林なり原野、採草放牧地として使える状態に戻す、そういうことですよね。そのた

めのどこまで廃棄物を撤去すればいいのか、全部撤去すればいいのか、どういう手法で除去。

それは撤去なのか、現地浄化なのか、そういうことを書いていけばいいのであって、環境再

生計画が決まらなければ書けない。環境再生計画というのは、あくまでもまず森林なり、原

野なりに使える状態、利用できる状態に戻した上でのさらにその上の段階の話だと思ってい

ます。その上の段階として、一番近いのが元の状態の森林として木を植える、それから牧草

地として種を植えるということも考えられるだろうし、公園、上のレベルとですね、そうい

うことも考えられると思いますけれども、その辺はこれから時間をかけてやはり地元住民の
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方の意見も聞きながら決めていかなければならないことであって、今早急に行政がこうした

いと、今行政ができるのはまずもとの状態に戻すこと、それに対して補助しますよというこ

とですね、新法特別措置法は。その辺がちょっと私も新しい法律の中身わからないので、推

測で言っている部分あるのですけれども。 

〇簗田対策監 確かに今の枠組みでは同じような情報しか持ち合わせていない状態で議論

しているとは思うのですけれども、環境再生というか、まず原状回復特別措置法という法律

の名称からすると、確かに措置命令をかけて原状回復をするのだということになろうかと思

うのです。すると、うちの方の措置命令というのがあそこにある投棄されたものについては

全量撤去という部分かけていますので、当然もう原状回復というのは全量撤去という部分に

なるのですけれども、それは今までうちの説明してきた事項によりますと、全部捨てられた

ものを撤去するのか、これはやり得を許す形ですから、できればあそこに捨てられたものを

全部撤去したいのですけれども、それは莫大な費用、あるいは時間がかかるということで、

できればあそこの環境再生という目標をつくった上で、そこに利用できるような形態のもの

は何とかあそこに残して、それを住民皆さん方にこれは理解していただいた上で残す、目標

をつくった上で原状回復計画をつくっていきたいというふうに理解するのです。 

 また、恐らく係る計画には総事業費で恐らく何年間、先ほどのうちの説明ですと最初３年

の後５年でそういう有害なものは撤去したいということですから、おおむね８年間はかかる

のではないかと思っておりますけれども、そこまでの８年間のスケジュールとしての推進計

画あるいは実施計画、さらにあそこの形態を最終目標をどうするのだというところまでの、

これは補助金をもらえる範囲かどうかわかりませんが、そこまでの計画を示すべきではない

かと。最終形態の目標を示さないでおいて、原状回復した後でその上で環境再生のステップ

を図っていくのだと、なかなか住民理解も得られない部分ではないかなというふうに考えて

おります。 

〇山田副参事 まず、新法特別措置法ですね、これがやっぱり実施計画、推進計画というの

ですか、それが環境再生まで……環境再生、先ほどから言っていますけれども、レベルアッ

プしたものですから、ステップの段階ですから、そこまで求めているのかというのがわから

ないのです。あくまでもそれは原状回復のための補助であって、そのための計画のはずなの

です。ですから、我々としては当然もとの森林、それから放牧地、採草地に戻すまでの計画

をつくれば、それは十分でないかなと思っております。これ推測で非常に申しわけないです

けれども、その法律は。それで十分なはずだと思います。 
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 それで、例えば……ちょっと余談でありますけれども、措置命令の関係ですね、岩手県さ

んの方は全部措置命令かけていると。その全部かけている中で考えていくのだということで

すけれども、青森県はご存じのとおり平成12年にかけたのはＲＤＦと、それから特管物で汚

染されている堆肥をかけています。その間汚泥、それから焼却灰、これについてはまだかけ

ていません。というのは、平成12年の段階では汚泥とか焼却灰、そういうものがどういう状

態で埋まっているのか、どういう汚染状態なのかまだわからないと。それがわからないうち

は措置命令の要件である生活環境保全上の支障という要件あります。これが一番の要件です

ので、この要件をクリアできないので、調査してから調査結果を技術部会に見てもらって、

その上でどこまで撤去すればいいのか、全部なのか、汚染状態を見て、それから投棄状態を

見て、そういうのを技術部会で決定なり提言をもらった上で、必要があれば追加の措置命令

をかけるということを考えております。 

 あくまでも措置命令と原状回復というのは一体といいますか、イコールになっております

から、措置命令のかけ直しということは当然あり得ると思っています。それは、あくまでも

生活環境の保全上の支障ということで、もとの状態に戻すと、そういうことで今回の新法、

特別措置法はそこまでの範囲で計画をつくればいいのだろうと思っています。 

〇長葭次長 そうすると、青森県さんでは原状回復までは戻すというお話しなので、森林あ

るいは牧草地に戻すというお話をされましたが、そこまで戻すのですね、今度の原状回復で。 

〇山田副参事 利用可能な状態に戻すということです。 

〇長葭次長 そうしますと、今措置命令のお話もされましたね。8,025トンのＲＤＦ、それ

から汚染された堆肥と土壌を撤去すると。今現在は、措置命令はそれしか出ていない、あと

汚染拡散防止がありますけれども、あれは遮水壁つくりたいからおっしゃるのだと思うので

すけれども、だからそうすると廃油に汚染された堆肥とＲＤＦの8,025トンだけではなくて、

今後はさらに措置命令をかけていくのだということでよろしいのですか。 

〇山田副参事 それは、技術部会の方で、また検討委員会の方でここまで撤去必要ですよと

いうことになりますと、それに基づいて検討してかけていく、追加の…… 

〇長葭次長 違うじゃない。だって、今まで技術部会とか合同検討委員会に言われてかけた

わけではないでしょう。 

〇山田副参事 それは、平成12年の段階ではっきりとわかっていたのは堆肥様物、汚染状況、

汚染されている部分、それからＲＤＦなどということです。それ以外については、明確には

わかっていないということで、12年、13年というふうに調査してきたと。それについては、
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技術部会にも報告していると。技術部会の中で、どこまで除去するのかと、撤去するのかと

いうことを議論していただいているわけですから、それを尊重しながら青森県としては措置

命令のかけ直しということも検討するということです。 

〇長葭次長 何度もお話ししましたけれど、平成11年にこれ出ていると言ったでしょう、は

っきり。だから、11年に青森県はこれは出ているというのがわかっているわけです。これに

ついては全然かかっていないわけです、措置命令。かかっていないでしょう。 

〇山田副参事 それは必要があればこれから確定してかけます。必要があれば検討して当然

かけることになるでしょう。 

〇長葭次長 では、今後はこういうのをかけていくのだということね。 

〇山田副参事 それは、もちろん検討でそういうのが確定すればかけます。 

〇長葭次長 それを技術部会でお願いするとか、合同検討委員会でお願いするとかという話

ではないのではないですか。 

〇山田副参事 要するに、今技術部会で何を検討しているかというのは撤去する、除去する

廃棄物の範囲を検討してもらっていますよね。当然その辺を尊重しなければいけないです。 

〇長葭次長 尊重するのではなくて、余りにも行政としての主体がないのではないかという

お話をしているのです。 

〇山田副参事 ですから、これまで調査したものについて、それについて技術的な評価を得

て、その上で尊重した上で措置命令の検討をすると、こう言っているのです。何も行政が措

置命令の内容まで技術部会にお任せしているということではないです。その技術的な評価を

してもらうということです。そのために技術部会というのを持っているのです。 

〇長葭次長 私ばかり話しても仕方ないので、ちょっと気になっていることを１点申し上げ

ますと、３番の環境再生を検討するための課題として、環境再生の検討に当たって住民等の

意向等を酌み上げるための手法をどうするのかと、これを合同検討委員会にかけたいという

お話をなさいますけれども、こういうことは別に合同検討委員会で住民の方々の意向をどう

やって酌み上げますかなんていうのを決めてもらう必要は全然ないわけので、どんどん話し

たらいいのです、住民の方で。そうでしょう。こういうことを合同検討委員会で決めもらっ

てどうするのですか。 

〇山田副参事 私が言っているのは、どういう方法がいいのかなと、そういう提言があれば

いただきたいということです。 

〇長葭次長 だから、今もお話しなさっているでしょう、住民と。 
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〇山田副参事 十分やっております、これも。ただ、今までは環境再生について余り話はし

ていません。今まではどこまで撤去するか、こういうことについての話し合いはしています

けれども。 

〇長葭次長 だから、合同検討委員会でやっていただかなくてはいけないということはある

と思うのです。こういうことをお願いしてしまうと、合同検討委員会で大変なことになって

しまうから、やれることは我々でやる、それから最終形態ではなくて原状回復だというお話

ししました、そちらの方で言いましたけれども、原状回復なら原状回復でいいから、青森県

はこういうふうに進みますと、例えば遮水壁をつくって33万トンはとりますけれども、これ

以上はとりませんと、時間がたって回復するまで待ちますと、そういうことを示してくださ

いと言っているのです。 

〇山田副参事 遮水壁を回しますというの、これはもう検討委員会にいっておりますね。そ

れから、技術部会の中では33万立米、推定ですけれども。それ以外のその他の有害廃棄物に

ついては、今技術部会で検討している最中ですよね。その最中に技術部会の検討を経ないま

まに検討委員会に県の考えを示すのはいかがなものかと私は思っています。 

〇長葭次長 豊島のときですね。いろいろ皆さんもやって、我々も勉強してみましたけれど

も、豊島でさえ香川県は第７案まで出しているわけです。こういう形で考えています、こう

いう形で考えていますと出した。その最悪の第７案で豊島は香川県はやろうとして香川の住

民の方たちから大反発を受けて、最終的にはあの案を撤回して第１案にいったわけですよね。

そういうようなことをまた同じことをやりたくないのでお話ししているのですけれども、や

はり青森県さん、岩手県合同でやっているわけですから、それぞれ自分たちの県ではこうい

うことを考えていますと、何案でもいいと思うのです、たくさん示してあげて、住民の方た

ちにこういうことでやりたいと思いますといっぱい示してあげて、これでどうですか、ある

いは合同検討委員会の方たちにもこれでどうですかとやっぱり示してあげる必要があるの

ではないかと思うのです。 

〇山田副参事 それは、手法の問題ありますけれども、今技術部会でその他有害廃棄物の検

討をしていただいております。その検討が終わっていない。まだ、その他有害廃棄物につい

て青森県はどう考えているか、これについて技術部会に示していません。技術部会の方でも

その考え方をどうするか両県で持ってこいという話まだあれですけれども、今後当然第４回

あたりでその辺の話になってくると思います。そういう技術部会での検討を経ないままにい

きなり検討委員会に出すというのはそれはいかがなものかと私はさっきから言っているの
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です。 

〇北村田子町助役 そこの部分が非常に重要な部分でして、住民の方々を、地域方々に納得

していただくためには、行政が行政としての責任としてどこまでやるということがはっきり

しないとだれも信用しないわけですよね。そこの部分を明確にして、技術論を聞いているわ

けではないわけです。いわゆる地域住民はしっかりと最後までやっていただけるかどうか、

ここの部分はやっぱり行政が判断すべき問題だと私は思います。だれがこれ代執行なり措置

命令なりをするわけですか。それは、補助がどうであれ、この辺まではやるということがな

いと何も前へ話が進まないと、そこの部分でいつも地元住民と食い違うと、そこはもう明確

にしていただきたいのです。そうでなければ、これは専門の方にお願いしてと、この繰り返

しだと不安感を持って我々も地域の住民も、果たしてやってもらえるのかと、これは素朴な

疑問だと思うのです。やはり行政の責任において、ここまでちゃんとやりますよと、細かい

部分についてはそういった専門の方から伺うということが前提でなければ、これはもう住民

から意見を聞こうと何しようが、ここの部分でも前へ進まないのです、やっぱり信頼がない

と。 

〇福永次長 田子の助役さんの今お話ありましたけれども、今山田がずっと説明しています

けれども、今助役さんが理解しておられるような考え方で言っているわけではないのです。

あくまでも合同検討委員会というのは、岩手県青森県であの現場をどのようにすればいいの

かについて、専門家の方、それから法律的に知見のある方、地域の代表である市長さん、町

長さん、それから住民代表の方、これらの方に集まっていただいて、最終的には環境再生を

どうすべきかというところまで合同検討委員会の中で検討していただきましょうというこ

とで立ち上げをして、それを十分地元の市も町も理解していただいて入っているというふう

に私どもも認識している。済みません、一応説明させていただけますか。その合同検討委員

会の中で、環境再生まで持っていく、そのステップを踏んでいかなければなりません。ただ

単に検討委員会の中で全体でなければ議論するわけにはいかないと、ただ時間だけかかって

まとまらないというようなこともあって、専門的に、技術的に見ればどうなのかということ

で、まず技術部会というものを設置して、専門の先生方で部会でいろいろ議論していただき

ましょうと。その中で、議論していく過程で合同検討委員会の場で有害廃棄物の除去という

ことを目標にしてまずやりましょうということで決まっていますけれども、その有害廃棄物

というのはどういうものかと。まず一つは、簡単に今お話しさせていただきますと、特管物、

ではそれ以外のものはどうなのだということで、どこまで有害廃棄物というふうに位置づけ
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られるかということで、現在一生懸命検討していただいている、その中間報告を２月８日の

合同検討委員会で部会長さんから説明があると、今現在そういう状況なのです。そこら辺の

有害廃棄物というのをどの程度のものなのか、どういうものなのかということ、技術部会の

意見を聞き、合同検討委員会の意見を聞いて、その上で行政としてきちんと判断しなければ

いけない、どういう形で持っていくかというの判断しなければいけないという考えはもちろ

ん持っています。ただ、今その過程にあるということで、今現在その過程の中で一方的にこ

ういう形で措置命令をかけますと、こういう形で除去しますと、撤去しますというところま

では今はその段階ではないということで説明しているわけです。 

〇北村助役 要は、県としてもそこまで、もとの姿のところまで持っていかなければいけな

いと、そういうことで専門の方なりいろんな方をお願いしているわけです。私は、そこを踏

まえてほしいということを言っているわけです。今次長さんがおっしゃったように、県とし

て何が目的で組織化したかというと、あくまでも原状回復なり、再生なりを目指してお願い

しているわけですよね。何もやらないためにやっているわけではないわけです。だから、県

としてはそこまでやっている。ただ、細かい問題はその方々にお願いは、細かいというか、

具体的な部分は。ただ、あくまでも向こうにたどり着くのが目標なわけですから、これ両県

同じだと私らは思うわけです。ただ、言い方がどうもそちらにお願いしている方々の方を先

に出してしまう。これは、県がお願いしたわけですから、当然原状回復なり、再生まで持っ

ていくかどうかというのは、どの辺からというのは我々にとっては微妙な問題だと思うので

すけれども、そういう目的があってやっているわけですから、県では一切その点を触れない

というではないわけですよね。ですから、私が言いたいのは県がそういうやらないというこ

とを言っているわけではなくて明確にやりますと、ただ具体的な手法については検討中です

と、こういうふうな言い方をしていただきたいということなのです。そうすればはっきりす

ると、それが前提でないと話が進まないだろうと。 

〇簗田対策監 冒頭ちょっと説明が十分ではなかったところがありまして、資料１にもう一

度戻っていただきたいと思うのですけれども、この資料１の検討委員会検討概要の２番目の

項目の今後の対応の中で、一応合同検討委員会の中では確認されている事項として、委員か

らの意見の２段目なのですけれども、これは古市副委員長さんの発言の中で、両エリアとも

環境再生を実現するのに支障となるものは撤去するが、汚染リスクの高いものは汚染拡散を

防止した上で早急に同時並行的に撤去すると、この詳細を技術部会で進めなければならない。

あくまで環境再生実現するのだということが前提としてあるのです。その計画をつくるのは
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この検討委員会でお示ししていただき、最終的には行政が判断するということになるわけで

すけれども、その過程の中でいろいろ汚染リスクの高いものを何を優先的に除去するか、次

は何をするかという作業を進める中で、その撤去なり、あるいは汚染拡散防止壁なりする際

に、技術的な面での助言とか意見をいただくのが技術部会であると、提言とかですね、とい

うふうに理解してきていたのですけれども、やっぱりこういう形での最終目標を定めた計画

をつくるべきではないかと我々は考えていまして、同じような歩調でいっていただきたいわ

けですが、そこまでは原状回復がやられないと環境再生というのは出てこないというのであ

れば、計画の中で東側計画、西側計画というのも変な話なのですけれども、そういう区分は

投棄形態が違うので、そういう区分もあるのかなというふうな考え方も我々はしているので

す。 

〇山田副参事 今ちょっと簗田さんの方から原状回復しなければ環境再生計画が立たない

というふうなご発言があったと 私はそういう趣旨では言っていないのであって、まず原状

回復、これはしなければいけない。これは、当然措置命令かけている、代執行やるからには

原状回復ですから、それはもとの形へ戻す。これはいいですよね。 

〇簗田対策監 先ほど原状回復した上で環境再生へのステップをすすめると。 

〇山田副参事 ですから、もともとの形に戻して、それは戻す作業の途中で再生計画を今か

ら議論して結構なわけでして、別に原状回復に戻した時点でなければ再生計画を議論できな

いというわけではなくて、まず我々は原状回復しますよと、その上でさらにステップアップ

した利活用については、もっと時間をかけて住民の方の意見も聞きながらやっていいのでは

ないかということになります。 

〇長葭次長 原状回復に戻す森林とか草地に戻すというお話をされましたけれども、その原

状回復に戻すための計画はいつおつくりになるのですか。 

〇山田副参事 それは、もちろん新法の特別措置法絡みがありますね、それに間に合わさな

ければいけない。そのためには原状回復、原状に戻すためにはまず特管物は片づけましょう

と、これはこれまでの合意事項です。その他についてはどうしましょうかと、これは今両県

議論しているわけでして、それが決まれば当然もう原状回復の計画も決めれるということに

なります。そのためには、その他有害廃棄物について今年度中に結論を出したいと。そうし

ないと新法の計画、新年度から入りますから間に合わないといいますか、そういうことを考

えれば、今年度中にはその他有害廃棄物の結論を出さなければいけないだろうと思っていま

す。 
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〇長葭次長 そうすると、その他有害廃棄物とおっしゃっていますけれども、新法の中で

10年間でまず計画をつくって、10年間以内で撤去しろということが新法の中では当然出てく

るわけですね。そのために計画をつくらなくてはいけないわけですけれども、10年間でどこ

までできるかというような目標というのは計画の中に盛らなくてはいけないわけですが、そ

れについてはどうお考えなのですか。 

〇山田副参事 もちろん10年間の時限立法、補助の特例ですか、というのありますからその

範囲内で廃棄物、有害なものは撤去していかなければいけないだろうと、そう思っています。

当然…… 

〇長葭次長 10年間で撤去するのですね。 

〇山田副参事 それは、その法律の趣旨、時限立法といいますか、その辺の趣旨を検討して

考えていかなければいけないと。 

〇長葭次長 わかりました。それでうちの県とほぼ一致していますね。うちの県は、３年間

ぐらいでできれば特管物をとって、残りの５年間ぐらいでほかのものもとっていくと、住民

の方たちの意見を伺いますけれども、環境再生に使えるようなものは残しますが、それ以外

のものはとると、おおむねとっていくわけです。それと同じように、青森県さんは10年間で

とっていくということでいいですね。 

〇山田副参事 それは、もちろん法律がそういう特別措置法がせっかくできたわけですから、

その中でやっていかなければいけないだろうと思っています。 

〇長葭次長 わかりました。そういう考えならばいいでしょうけれどもね。 

〇福永次長 そういう意味では、基本的に岩手県さんと別に違いはないと思います。多分同

じ認識だなということで理解はされていると思うのですけれども、ただ一つ、さっきうちの

山田と簗田さんのお話の中で、ちょっと食い違っているかなと思ったのは、山田が言ってい

るように、時限立法の中で環境再生のところまでその法律で見てもらえるのかということに

なればそれは別でしょうということであれば、先ほど簗田さんが説明したように、時限立法

の関係があるので環境再生の計画立てなければならぬという話については、そこはもう少し

時間かけてもいいでしょうというのを山田は言っていると思うのです。そこの違いだけかな

というふうにちょっと私聞いていて理解したのですけれども。 

〇簗田対策監 最終形態の目標も同じにするのであれば、もう最初からこれ最終報告の中で

最終形態を定めていってもいいのかなと思っています。 

〇福永次長 それが短期間でできるのかできないのかというのは、もうちょっと両県で詰め
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てみないとだめなのではないかと思うのですけれども。 

〇時澤部長 私が言うのもあれですけれども、法律的にいいますと今回の原状回復のスキー

ムは、環境再生までの補助スキームにはなっていません。あくまでも原状回復です。ただ、

簗田が言っているのは、原状回復するには当方としては環境再生に支障のあるものは全部除

去しますよと、だから今回の原状回復のどの範囲を原状回復するかというのを環境再生を決

めないと、最終目標を決めるとどこまでを撤去するかというのが決まりますと。だから、計

画上、法律上の計画には再生のところまでの計画にはならないのですけれども、前提として

環境再生というのをターゲットに置いておかないと、現実的な問題として法律上の計画もで

きませんよということを言っているのです。だから、確かにスキーム上は環境再生の部分の

補助というところまではないです。ただ、それは当然の前提として考えておかないと計画が

できないということを言っているのです。 

〇長葭次長 我々がお話伺っていて、同じ土俵に立てるなと思ったのは、私どもで最終形態

という形の環境再生の最終形態の形は、いずれ今森林になっている部分とか、以前森林にな

ってとか原野になっているというところがありますけれども、最終的には住民の皆さんとか、

検討委員会の意見を聞いて決めていきますけれども、岩手県とすればあそこは森林に戻して

いこうというのが最終形態と考えておりますので、そうすると今山田さんがおっしゃったよ

うに青森県さんの原状回復という言葉の中でそれが今度の法律の中の最終形態というので

あれば、原状回復が森林に戻す、原野に戻すのだよというお話をいただいて、なおかつその

ために全量撤去していくのだというお話をいただいたので、それであれば同じ土俵ですねと

いうことで理解できます。それで、これからやっていけるなというふうに考えています。 

〇山田副参事 多分環境再生、原状回復した後の環境再生の仕方として、もとの状態でそこ

のレベルでいいのか、さらにいくのかという、その辺ですね、そこまでもっと機能した方が

いいのか、岩手県さんが考えているもとの森林、あそこもとの森林というのは一部森林で、

一部原野ですから、そういうもとの状態に戻すことが環境再生だということで岩手県さんの

場合はもう決められているということですけれども、青森県はもう一度その辺をさらにレベ

ルアップしたものが必要なのかどうか、その辺の検討が必要かなと思っています。 

〇簗田対策監 これから例えば森林ではいかがかということをこれから詰めていくのです。

〇山田副参事 最低限もとの森林なり原野に戻すというのが原状回復ですから、そういう状

態、利用可能な状態に戻すと、可能な状態ですね、使える状態に戻すというのが原状回復で

すから。 
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〇簗田対策監 その目標を定めることによって、ここに置かせていただけるものも出てくる

のではないかと。 

〇山田副参事 その辺は原状回復…… 

〇簗田対策監 これからの話なのですが、それに持っていくために支障があるものは取ると

いうことは認識しておるのですが。 

〇山田副参事 ちょっとその辺細かい議論になりますので、それもちょっとすり合わせした

いと思います。 

〇長葭次長 別に撤去していくことには変わりがないでしょう。その辺、それならいいでし

ょう。 

〇北村助役  その辺をもうちょっと腰が引けないような話にしていただいて、私どもわかっ

ているのですけれども、及び腰で話しされると不安になるわけです。 

〇長葭次長 ただ、やっぱり岩手県、青森県とできるだけすり合わせして同じ意向で出した

いと思いますけれども、そういうふうなときにそれぞれの形というものをきちっと行政とし

てこういうふうにしたいと思いますが、いかがでしょうかという形で提案する必要があると

思うのです。白紙で検討委員会に出されても、委員さんたちも恐らく困ってしまう。この間

の技術部会でも部会長さん、ほかの委員さんおっしゃっていましたが、責任とらされるよう

なことは困るわけで、我々最終的な責任は行政が負うわけですから、合同検討委員会のご提

言をいただいて決めるのはそれぞれの県だという認識だけはしっかり持って、そのためにお

願いするわけでしょうから、やはりある程度の案はお示しした方がいいと思っていますので、

できましたら今度の８日の日の第３回の検討委員会にはうちの県、あるいは青森県のそれぞ

れの基本方針的なものは示すか、あるいは両県一緒になって示せれば示すとかやっていって、

今度の法律は恐らく来月中ごろぐらいには法案が多分提出されるでしょうから、それまでや

るとできれば予算関連法案ですから３月に通ってしまうので、そのときに間に合わせなくて

はいけないわけです。そんなゆっくりな話はしておられませんので、できるだけ早くお示し

して、それから計画案みたいなものを早く我々のレベルでつくって、合同検討委員会にこん

な形でいきたいのですがということでご意見を伺うと、それから提言をいただいて、当然住

民の方々が入っていますので、そういう形でいきたいと思います。間に合わないです。１０

年しかないと。 

〇福永次長 法案絡みで間に合うようにやるということについては全く同じです。その中で

若干の違いがあったのは、環境再生というのが今部長さんおっしゃったように、岩手県さん
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は最終的に環境再生のあり方がある程度見えていないとそこら辺の計画ができないだろう

という認識を持たれている。うちの方の説明しているのは、要するに法案絡みのものという

のはあくまでも原状回復だと、そこまでのものだと。ただ、それについてきちんと整理でき

るのであれば環境再生というのは非常に大事な話だと思いますので、時間がかかるだろうと、

それを決めていくには相当時間かかるだろうという認識がありますので、先ほど来説明して

いるように拙速はだめだと思います。そういうことで、次回の合同検討委員会に両県でどこ

までのものが出せるのか、もうちょっと議論が必要かなという気がしますので、もう少し時

間かけて事務的に整理してみたらどうでしょう。そうしないと、今ここでやっても余り実に

なるものがないのではないかなという気がしますので、大体お互いの考え方もわかりました

し、基本的なところは同じだというのもわかりましたし…… 

〇長葭次長 そうですね、着地点が同じだなという感じがしましたので。 

〇福永次長 そういうことで、次の合同検討委員会にどこまで出せるのかというのはもうち

ょっと整理しないとだめかなというふうに思いますけれども、どうでしょう、部長さん。 

〇時澤部長 いいです。それで、土地の関係とか、今これ合同検討委員会でと書いてありま

すけれども、これも早く事務的に詰めておかないといけない問題だと思うのです。だからこ

こも早く、検討委員会ではなくて、早目にここで。 

〇福永次長 長葭さんおっしゃっているようにどうしましょうという形でこういう形でよ

ければどうでしょうということで。 

〇時澤部長 そうですね。特に事業というか、撤去に入る段階で整理しておかないといけな

い問題結構あると思うのです、途中も含めて。だから、そこは早目にすり合わせをして決め

て、手段を打っておかないと手おくれになってしまったら困るところもありますので、そこ

はそういうのをリストアップして早くつぶしていくということで早目にやりたいと思いま

すので。 

〇菅野補佐 大変ありがとうございました。では、今福永次長さんからご提案ありましたと

おり、ちょっとこの４番については事務的に詰めさせていただくということにさせていただ

きたいと思いますが、二戸市長さん、北村助役さんから何かご意見、ご提言等あればお願い

いたしたいのですけれども。 

〇二戸市長 今の県について一つ気になるのは土地所有者のことなのですが、原状回復まで

は法的な手続がいろいろとられると思うのですけれども、どうせ現実にはできないですよね。

そうすると、代執行でほとんどやることに多分なるのだと思います。そのときに土地所有者
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の意見、法律的になれば土地所有者というのは原状回復の後も土地所有者であり続けるので

しょうけれども、実際土地所有者の意向というのは命令も履行できない、行政代執行やられ

た上の土地所有者というのは、どれだけの権限持つのかなと思うのです。確かに法律的には

あるのでしょうが、だから土地所有者の意向を無視して何かやるというわけにはいかないの

でしょうけれども、土地所有がおれはこう使う、ああやろうというときに本当に残っている

のかなと。ですから、寄附するかしないかわかりませんが、もうその意思なるものは措置命

令を履行できない時点でどのようにでも従いますというのが普通ではないかという気する

のです。今岩手県側から話ありましたように、その辺は土地所有者の方にはっきりしてもら

っておくのが一つあるのではないかと思います。そうすると、あとはどのような計画を立て

ても余り土地所有者が言いにくい状態に当然なるのだと思います。 

 私どももこういう事件が起きて、その後もとに戻す、法的に言えばまさに原状回復だと思

うのですが、ならして木を植えてそれで万歳かというと、やっぱりここまでいろんなことあ

ったわけですから、さらに何かをと、別に地元に何か立派なものをつくれとかということで

はなくて、後々もそこに行ってみてあのときこういう事件があったといいますか、その後み

んなでこういうふうに森を育てきたといいますか、あるいはビオトープみたいなことも考え

られるような気もするのですが、何かそこに新しいものを付加していくということもできな

いものかと。それは、みんなに聞いたわけではなくて、私自身そんなふうに考えておりまし

て、その点のプラスアルファ、付加するものは何かよりよいあそこの地域をつくっていけば

いいと、そのためにはやっぱりいろいろ意見を聞いていただきたいと思います。ああいうと

ころについての提案は、各地域でもいろんなことやっていますからあると思うので、そうい

うのをパターン化してこういうのはどうというのを地元に提案できるような、そういう状況

で示していただければ、地元も非常に喜んで議論に参加するのではないかと、そんな気がい

たしております。よろしくお願いいたします。 

〇北村田子町助役 同じ問題なのですが、ただ原状回復ということで最後は終わりとなった

場合に、単なる原野と、やっぱり木が植えてあって本当に自然が再生して、その木が生き生

きと生きていくというふうなことでは、その後のイメージが全然違うわけですよね。いわゆ

る地元なり、そこを見る人にとって、やっぱりそのぐらいの配慮は何とかできないのかなと

いう感じがしています。いわゆる谷間掘って除去したけれども、その後というふうなことで

はないだろうと思うのですけれども、原状回復ということですから、単なる原野ではやはり

何か結果的にごみの跡地だというだけで終わってしまう。その辺は市長さんがおっしゃった
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ように、ぜひプラスの部分まで何とか持っていって、そこの本当の自然が再生したというふ

うなことが後にイメージとして残るようにしていただきたいなとお願いです。 

 それと、ちょっとあいさつの中でお話ししましたけれども、我々心配しているのは原状回

復は大体まず方向として徐々に法律もできますし、見えてきましたけれども、今までの例え

ば水道水１カ所とめているわけですが、それらに有害なものがまじって出てきたとき、それ

がそこまでが法の対象として措置されるのかどうかと、あるいは場合によっては10年、その

年限が過ぎてから出た場合はどうなるのか、その辺もお聞きしておかないと、今ご返事でき

るかどうかわかりませんけれども、やっぱり地域の住民は常にそのことが頭にありますので、

その辺できたらちょこっとコメントをいただきたいなと思っていましたけれども。 

〇長葭次長 わかりませんね。今のお話はちょっと、法案に盛られるかどうかもよくわかり

ませんので、ただいずれにしてもモニタリングをずっとしていく必要が当然あると思ってい

ますから、このことは原状回復がすんでもきちっとやっていきたいと思っております。 

 それから、二戸市の市長さんおっしゃった前段の土地については、これは岩手県から言い

ますと不法投棄されたものを全量撤去して原状に回復することという措置命令をかけてお

りますので、原状回復、要するに森であれば森をつくるところまで持っていくというのが措

置命令としてかかっていますから、これは代執行はできると。ただ、青森県さんは今のまま

でいきますとまだできませんので、それはこれから措置命令をおかけになるということです

から、多分かかって、できるものだというふうに思います。 

〇福永次長 今助役さんがおっしゃった心配を払拭するための方策として遮水壁とか水処

理施設というのを今一生懸命進めているわけです。先々どうなるかというお話については、

今おっしゃったようにそのときどうなるかというのは今ここでお答えできるような話では

ないということです。ただ、そういうふうにならないように一生懸命今早くそういう汚染拡

散防止の工事をしたいということで今進めているということでございます。 

〇北村助役 地域住民は汚染がいつくるかと非常に心配をしているのですけれども、これか

ら先心配を抱きながらあの地域に住んでいかなければならない。まず、その辺は農村地帯だ

けに困るのです。ですから、その辺もできればできるならばひとつやっていただきたい。 

〇菅野補佐 大変ありがとうございました。 

 では、一応２番までの検討事項終わらせていただきまして、３、その他でございますが、

事務局から特に用意してございませんが、皆さん方から何か特にございますでしょうか。 
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４．閉    会 

 

〇菅野補佐 では、特になければ、これをもちまして第３回青森・岩手県境不法投棄事案に

係る合同会議を終了させていただきます。本日は大変どうもありがとうございました。 

 


